四街道市病児・病後児保育事業委託仕様書

１　趣旨
本仕様書は、四街道市（以下「市」という。）が実施する四街道市病児・病後児保育事業（以下「事業」という。）を委託するにあたり、当該業務の内容及び履行方法等の最低条件を定めるものとする。 
なお、事業の実施に当たっては、事業が、児童が病気等により集団保育が困難な期間において一時的な保育サービスを提供することで、保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全な育成に寄与することを目的とすることに留意すること。

２　履行期間等
履行期間は、契約締結の日が属する月の翌々月の初日から令和12年３月31日までとする。また、本件業務委託に係る契約締結の日から契約締結の日が属する月の翌月の末日までの間を業務実施準備期間とし、本件業務委託を受託する事業者（以下「受託者」という。）が本件業務委託を履行するために必要な準備を行うものとする。
なお、業務実施準備期間は市と協議の上、令和９年３月31日を限度として、終期を延長することができる。その場合の履行期間は、業務実施準備期間の終期の翌日から令和12年３月31日までとする。

３　法令等の遵守 
本件業務委託の履行に当たって、受託者は、本仕様書のほか、次に掲げる法令又は通知の規定その他市が必要と認める規定を遵守しなければならない。
(1)　児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）
(2)　児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）
(3)　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 
(4)　四街道市病児・病後児保育事業実施規則（平成17年条例第21号。以下「規則」という。）
(5)　病児保育事業の実施について（令和６年３月30日こ成保第180号）別紙「病児保育事業実施要綱」（以下「国要綱」という。）

４　対象児童
対象となる児童は、規則第３条に基づき、生後10か月から小学校６年生終了までの児童であって、次の(1)から(4)までのいずれにも該当するものとすること。
(1)　市内に居住、市内の施設（保育所、幼稚園、小学校等）に通学、又は保護者が市内で就労していること。
(2)　当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至っていない又は病気の回復期にあること。
(3)　集団保育が困難であること。
(4)　保護者の勤務、傷病、冠婚葬祭等により、家庭で保育を行うことが困難であること。 

５　委託内容
規則及び国要綱に基づき、次の業務を行うこと。 
(1)　事業を実施する場所（以下「実施場所」という。）の確保及び維持管理
(2)　利用登録、利用申請の受付及び利用の調整 
(3)　保育所等において体調不良となった対象児童の送迎（以下「送迎サービス」という。）
※　本件業務については、受託者の提案に基づき市と協議の上で実施の有無を決定するものとする。 
(4)　対象児童が種類の異なる感染症に罹患している場合等の適切な隔離及び感染防止対応 
(5)　当日キャンセルが発生した家庭への連絡等の対応 
(6)　利用の少ない日等における地域の保育所等への情報提供や巡回支援の実施 
(7)　その他市が必要と認める事項

６　実施場所及び施設設備
(1)　実施場所は、市内の病院等若しくは規則第２条第１項に定める保育施設等（以下「本体施設」という。）に付設された専用区画又は本事業のための専用施設とする。 
(2)　施設設備は、次のアからウまでのとおりとする。
ア　保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
イ　調理室を有すること。ただし、本体施設の調理室との兼用も可とする。
ウ　事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所とすること。

７　利用定員
１日当たりの利用定員は合計３名とする。

８　職員の配置
(1)　配置の基準
規則及び国要綱に基づき、次に掲げる職員の区分に応じて当該区分に定める人数を配置すること。
ア　看護師等（看護師、准看護師、保健師または助産師）　利用児童おおむね10人につき１名以上 
イ　保育士　利用児童おおむね３人につき１名以上 
(2)　配置の特例
(1)に定める看護師等及び保育士の職員配置については、常駐を原則とする。ただし、利用児童が見込まれる場合に近接病院等から看護師等及び保育士が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、次のとおり常駐を要件としない。
ア　利用児童がいる時間帯の場合
次の(ア)から(エ)までの要件を満たし、利用児童の安心・安全を確保できる体制を整えている場合には、看護師等の常駐を要件としない。
(ア)　病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。
(イ)　病児保育施設が医療機関内に設置されている場合等であり、病児保育施設と看護師等が病児保育以外の業務に従事している場所とが近接していること。
(ウ)　看護師等が病児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には病児保育施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。
(エ)　看護師等が常駐しない場合であっても、保育士等を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。
イ　利用児童がいない時間帯の場合
利用の申し込みがあり次第、連絡を受けた看護師等及び保育士が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていれば、利用児童がいない時間帯は看護師等及び保育士の常駐を要件としない。

９　事業の実施日時
(1)　実施日
日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始（12月29日から１月３日）を除く、月曜日から金曜日とする。
(2)　実施時間
受託者の任意に定めることを可能とする。ただし、最低限、午前８時30分から午後４時30分までの時間を含む８時間以上の実施時間を確保しなければならない。また、利用者の利便性を考慮し、１日当たり11時間以上実施するよう努めるものとする。

10　送迎サービスの基準
送迎サービスを実施する場合は、国要綱に基づき以下の事項を遵守すること。
(1)　保育所等から体調不良児の送迎を行う際は、送迎用の自動車に看護師等又は保育士を同乗させ、安全に十分配慮すること。
(2)　送迎はタクシーを原則とするが、困難な場合は自動車の借上げ等による実施も可能とする。
(3)　送迎サービスを利用した児童を施設で保育するにあたっては、速やかにかかりつけ医等を受診させること。

11　安全管理及び各種保険への加入
(1)　本事業の実施にあたり、利用者及び職員等を対象とする損害賠償保険及び傷害保険に加入すること。
(2)　災害や侵入者対策、事故防止に関する安全計画を策定するとともに、虐待防止に関するマニュアルを整備し、施設に備えること。また、これらに基づき定期的な訓練や研修を実施すること。
(3)　送迎サービスを実施する際は、乗降時の点呼等の方法により児童の所在確認を徹底すること。
(4)　保育中に事故が生じた場合には、速やかに市及び保護者へ報告し、誠意をもって対応すること。

12　医療機関との連携
(1)　緊急時に児童を受け入れるための協力医療機関をあらかじめ選定し、緊急時の対応について文書により取り決めを行うこと。
(2)　医療機関以外の施設が受託者となる場合は、日常の医療面での指導助言を行う指導医を確保すること。

13　記録の管理
事業の実施状況を明らかにするため、以下の内容を適切に記録し、帳簿を５年間保存すること。 
(1)　日々の利用実績（児童名、病名、利用時間等）
(2)　当日キャンセルのあった日時、当日キャンセルした者の氏名、当日の職員の配置状況及び家庭への連絡記録
(3)　種類の異なる感染症児を預かった際の隔離対応及び職員加配の記録

14　利用料
利用者から、規則で定める利用料（日額2,000円。昼食代、おやつ代を含む。）を徴収すること。また、規則に基づき減免措置を行うこと。

15　その他
(1)　受託者は、常に業務に従事する者の健康管理に留意し、健康状況を把握し、本業務に支障が生じないようにすること。
(2)　本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、定めるものとする。
